
○矢板市営住宅条例

平成９年６月３０日

条例第１５号

改正 平成９年１２月２４日条例第３１号

平成１０年９月２４日条例第２８号

平成１２年３月１７日条例第３９号

平成１２年１２月２１日条例第６５号

平成１４年３月２０日条例第２０号

平成１５年３月２０日条例第６号

平成１５年１２月２２日条例第３３号

平成１８年１０月３日条例第３７号

平成１９年３月２６日条例第９号

平成１９年９月２８日条例第２６号

平成２０年３月２５日条例第２０号

平成２０年６月２３日条例第２８号

平成２３年３月２２日条例第１４号

平成２４年３月２６日条例第１７号

平成２４年１２月２５日条例第４６号

平成２５年６月２４日条例第２２号

矢板市営住宅条例（昭和３５年矢板市条例第７号）の全部を改正する。

目次

第１章 総則（第１条・第２条）

第２章 入居（第３条―第１１条）

第３章 家賃等（第１２条―第１８条）



第４章 管理（第１９条―第３０条）

第５章 雑則（第３１条―第３４条）

附則

第１章 総則

（設置）

第１条 住宅に困窮する低額所得者に対して低廉な家賃で住宅を賃貸し、又は転貸

することにより、市民生活の安定と福祉の増進に寄与するため、市営住宅及び共

同施設を設置する。

２ 市営住宅の名称、位置、構造、棟数及び戸数並びに共同施設の名称等は、別表

第１のとおりとする。

（用語の定義）

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に

定めるところによる。

（１） 市営住宅 市が設置する公営住宅をいう。

（２） 公営住宅 公営住宅法（昭和２６年法律第１９３号。以下「法」とい

う。）第２条第２号に規定する公営住宅をいう。

（３） 借上げ市営住宅 法第２条第６号に規定する公営住宅の借上げ（以下

「公営住宅の借上げ」という。）に係る市営住宅をいう。

（４） 共同施設 法第２条第９号に規定する共同施設をいう。

（５） 収入 公営住宅法施行令（昭和２６年政令第２４０号。以下「令」とい

う。）第１条第３号に規定する収入をいう。

（６） 収入超過者 市営住宅に引き続き３年以上入居している者で、その者の

収入が第４条第１項第２号ア、イ又はウに掲げる場合に応じ、それぞれ同号ア、

イ又はウに掲げる金額を超えるものをいう。



（７） 高額所得者 市営住宅に引き続き５年以上入居している者で、その者の

収入が最近２年間引き続き令第９条第１項に規定する金額（同条第２項の規定

の適用がある場合には、その適用後の金額）を超えるものをいう。

（８） 公営住宅建替事業 法第２条第１５号に規定する公営住宅建替事業をい

う。

（９） 公営住宅の用途の廃止 法第４４条第３項の規定による公営住宅の用途

の廃止をいう。

第２章 入居

（入居者の公募）

第３条 市長は、災害、不良住宅の撤去、公営住宅の借上げに係る契約の終了、公

営住宅建替事業による公営住宅の除却その他規則で定める特別の理由がある場合

において特定の者を市営住宅に入居させる場合を除くほか、市営住宅の入居者を

公募するものとする。

２ 前項の規定による入居者の公募は、次に掲げる事項を公示して行うものとする。

（１） 市営住宅の位置、戸数、規格及び家賃

（２） 入居者資格、申込方法、選考方法の概略及び入居時期

（３） その他市長が必要と認める事項

（入居者の資格）

第４条 市営住宅に入居することができる者は、次の各号（高齢者、身体障害者そ

の他の特に居住の安定を図る必要がある者として規則で定める者（以下「高齢者

等」という。）にあっては、第２号から第５号まで）の条件を具備する者でなけ

ればならない。



（１） 現に同居し、又は同居しようとする親族（婚姻の届出をしないが事実上

婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。以下同じ。）があ

ること。

（２） その者の収入がア、イ又はウに掲げる場合に応じ、それぞれア、イ又は

ウに掲げる金額を超えないこと。

ア 入居者が身体障害者等として規則で定める者の場合 ２１４，０００円

イ 市営住宅が、法第８条第１項若しくは第３項若しくは激甚災害に対処する

ための特別の財政援助等に関する法律（昭和３７年法律第１５０号）第２２

条第１項の規定による国の補助に係るもの又は法第８条第１項各号のいずれ

かに該当する場合において市が災害により滅失した住宅に居住していた低額

所得者に転貸するため借り上げるものである場合 ２１４，０００円（当該

災害の発生の日から３年を経過した後は、１５８，０００円）

ウ ア及びイに掲げる場合以外の場合 １５８，０００円

（３） 現に住宅に困窮していることが明らかな者であること。

（４） 市町村税を滞納していない者であること。

（５） その者又は現に同居し、若しくは同居しようとする親族が暴力団員によ

る不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第６号に

規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）でないこと。

２ 前項第２号イに掲げる市営住宅の入居者は、同項各号（高齢者等にあっては、

同項第２号、第３号及び第５号）に掲げる条件を具備するほか、当該災害発生の

日から３年間は、なお、当該災害により住宅を失った者でなければならない。

（平１２条例６５・平２０条例２０・平２４条例１７・平２４条例４６・

一部改正）

（入居者資格の特例）



第５条 次に掲げる者は、前条第１項第１号から第４号までに掲げる条件を具備す

る者とみなす。

（１） 被災市街地復興特別措置法（平成７年法律第１４号）第２１条及び福島

復興再生特別措置法（平成２４年法律第２５号）第２１条の規定により法第２

３条各号に掲げる条件を具備するとみなされる者

（２） 公営住宅の借上げに係る契約の終了又は公営住宅の用途の廃止により当

該公営住宅の明渡しをしようとする入居者が、当該明渡しに伴い他の市営住宅

に入居の申込みをした者

（平２０条例２０・平２４条例４６・一部改正）

（入居の申込み）

第６条 市営住宅に入居しようとする者は、市長が規則で定めるところにより、入

居の申込みをしなければならない。

（入居者選定及び決定）

第７条 市長は、前条の規定により入居の申込みをした者のうちから、市営住宅の

入居者を決定するものとする。

２ 市長は、前項の規定により入居者を決定する場合において、入居の申込みをし

た者の数が入居させるべき市営住宅の戸数を超える場合の入居者の選考は、令第

７条各号のいずれかに該当する者で住宅に困窮する度合いの高い者から入居者を

決定する。

３ 市長は、前項において住宅困窮順位の定め難い者については、公開抽せんによ

り入居者を決定することができる。

４ 市長は、第２項に規定する住宅困窮度の判定基準は、別に規則で定める市営住

宅入居者選考委員会の意見を聴いて定める。



５ 市長は、心身障害者等別に定めるもので速やかに市営住宅に入居することが必

要であると認められる者については、前３項の規定にかかわらず、優先的に選考

して入居させることができる。

６ 市長は、第２項及び第３項の規定により入居者を決定した場合においては、入

居者として決定された者のほかに、補欠として入居順位を定めて、必要と認める

数の入居補欠者を定めるものとする。

７ 市長は、入居者として決定された者が市営住宅に入居しないときは、前項の入

居補欠者のうちから、入居順位に従い、入居者を決定するものとする。

（入居決定等の通知）

第８条 市長は、前条の規定により入居者を決定したときは、当該入居者として決

定された者（以下「入居決定者」という。）に対し、その旨を通知するものとす

る。この場合において、入居決定者が借上げ市営住宅の入居決定者であるときは、

当該入居決定者に対し、当該市営住宅の借上げの期間の満了時に当該市営住宅を

明け渡さなければならない旨についても通知するものとする。

（入居の手続）

第９条 入居決定者は、前条の規定による入居の決定の通知のあった日から１０日

以内（市長が特別の事情があると認める場合にあっては、市長の指定する日ま

で）に、次の各号に掲げる手続をしなければならない。

（１） 連帯保証人の連署する請書を提出すること。

（２） 第１２条の規定による敷金を納付すること。

２ 市長は、特別の事情があると認める者に対しては、前項第１号の規定による請

書に連帯保証人の連署を必要としないこととすることができる。

３ 市長は、市営住宅の入居決定者が第１項又は第２項の手続をしたときは、当該

入居決定者に対し、速やかに、市営住宅の入居可能日を通知するものとする。



（入居決定の取消し）

第１０条 市長は、入居決定者が前条第１項に規定する期間内に同項の手続をしな

いときは、市営住宅の入居の決定を取り消すことができる。

（連帯保証人）

第１１条 第９条第１項の連帯保証人は、入居者と連帯して債務を保証するものと

する。

２ 連帯保証人は、独立の生計を営み、確実な保証能力を有し、市長が適当と認め

る者とする。

３ 入居者は、連帯保証人が次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく、連

帯保証人を変更しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認める

ときは、この限りでない。

（１） 住所又は居所が不明になったとき。

（２） 死亡したとき。

（３） 前項のいずれかに該当しなくなったとき。

４ 入居者は、前項の規定により連帯保証人を変更したとき又は連帯保証人につい

て住所等に変更が生じたときは、市長に届け出なければならない。

第３章 家賃等

（敷金）

第１２条 入居決定者は、第９条第１項に規定する期間内に３月分の家賃に相当す

る金額の敷金を納付しなければならない。

２ 入居者が市営住宅を明け渡したときは、当該市営住宅に係る敷金（未納の家賃、

割増賃料又は損害賠償金があるときは、これらを控除した金額）は、当該敷金を

納付した者（その者が指定する者がある場合にあっては、その指定する者）に還

付するものとする。



３ 敷金には、利子は付さない。

（収入の申告等）

第１３条 入居者は、毎年度、規則で定めるところにより、その収入を市長に申告

しなければならない。

２ 市長は、前項の規定による収入の申告に基づき、入居者の収入の額を認定し、

当該認定した収入の額を当該入居者に通知するものとする。

３ 入居者は、前項の規定による認定について、市長が別に定めるところにより、

意見を述べることができる。この場合において、市長は、当該意見に理由がある

と認めるときは、当該認定した収入を更正し、更正した後の収入の額を当該入居

者に通知するものとする。

（家賃の決定）

第１４条 市営住宅の毎月の家賃は、毎年度、入居者の収入及び当該市営住宅の立

地条件、規模、建設時からの経過年数その他の事項に応じ、かつ、近傍同種の住

宅の家賃（次項の規定により定められたものをいう。以下同じ。）以下で、規則

で定めるところにより、市長が定める。ただし、前条第１項の規定による入居者

からの収入の申告がない場合において、法第３４条の規定による請求を行ったに

もかかわらず、入居者がその請求に応じないときは、当該市営住宅の家賃は、近

傍同種の住宅の家賃とする。

２ 前項の近傍同種の住宅の家賃は、規則で定めるところにより、毎年度、市長が

定める。

（収入超過者等の家賃）

第１５条 収入超過者が入居する市営住宅の毎月の家賃は、前条第１項の規定にか

かわらず、当該入居者の収入を勘案し、かつ、近傍同種の住宅の家賃以下で、令



第８条第２項に規定する方法により、規則で定めるところにより、毎年度、市長

が定める。

２ 高額所得者が入居する市営住宅の毎月の家賃は、前条第１項及び前項の規定に

かかわらず、近傍同種の住宅の家賃とする。

（家賃の特例）

第１６条 市長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する者である場合において、

新たに入居する市営住宅の家賃が従前の公営住宅の最終の家賃を超えるときは、

規則で定めるところにより、家賃を減額するものとする。

（１） 公営住宅建替事業により除却すべき公営住宅の最終の入居者で新たに整

備された市営住宅に入居するもの

（２） 公営住宅の用途の廃止による公営住宅の除却に伴い市営住宅に入居する

者

（家賃の納付）

第１７条 入居者は、入居期日（第１９条第８項の規定による承認を受けた者にあ

っては、同項後段の市長の指定する日。以下同じ。）から入居者が市営住宅を明

け渡した日（次の各号に掲げる場合にあっては、当該各号に定める日）までの間、

家賃を納付しなければならない。

（１） 第２３条第２項の規定による請求があった場合 当該請求において明渡

しの期限として定められた日又は当該入居者が市営住宅を明け渡した日のいず

れか早い日

（２） 第２９条第１項第１号から第５号までの規定に該当することにより同項

の規定による請求があった場合 当該請求の日

（３） 入居者が第３０条第１項に規定する手続を経ないで市営住宅を退去した

場合 市長が退去の日として認定した日



（４） 入居者が死亡した場合 入居者が死亡した日

２ 入居者は、家賃を毎月末（その月の途中で市営住宅を明け渡した場合にあって

は、当該明け渡した日）までにその月分を納付しなければならない。

３ 入居者が新たに住宅に入居した場合又は住宅を明け渡した場合においてその月

の使用期間が１月に満たない月の家賃は、日割計算による。

（平２０条例２０・一部改正）

（家賃等の減免又は徴収猶予）

第１８条 市長は、入居者が災害、病気その他やむを得ない理由により敷金又は家

賃を納付することが困難であると認めるときは、これらを減免し、又はこれらの

徴収を猶予することができる。

第４章 管理

（入居者の保管義務）

第１９条 入居者は、市営住宅又は共同施設の使用について必要な注意を払い、こ

れらを正常な状態において維持しなければならない。

２ 入居者は、市営住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡して

はならない。

３ 入居者は、市営住宅の用途を変更してはならない。ただし、市長の承認を得た

ときは、当該市営住宅の一部を住宅以外の用途に併用することができる。

４ 入居者は、市営住宅を模様替えし、又は増築してはならない。ただし、原状回

復又は撤去が容易である場合において、市長の承認を得たときは、この限りでな

い。

５ 入居者は、市営住宅を引き続き１５日以上使用しないときは、あらかじめ市長

に届け出なければならない。



６ 入居者は、市営住宅の入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとする

ときは、規則で定めるところにより、市長の承認を得なければならない。

７ 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

８ 入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該入

居者と同居していた者は、規則で定めるところにより、市長の承認を受けて、引

き続き、当該市営住宅に居住することができる。この場合において、当該承認を

受けた者は、市長の指定する日から当該市営住宅の入居者となるものとする。

（平２０条例２０・一部改正）

（入居者の費用負担義務）

第２０条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。

（１） 電気、ガス、水道及び下水道の使用料

（２） 汚物及びじんかいの処理に要する費用

（３） 共同施設、エレベーター、給水施設及び汚水処理施設の使用又は維持、

運営に要する費用

（４） 畳の表替え、ふすまの張り替えその他軽微な修繕で市長が別に定めるも

のに要する費用

（平２０条例２０・一部改正）

（修繕費用の負担）

第２１条 市営住宅及び共同施設の修繕に要する費用（前条第４号に掲げる費用を

除く。次項において同じ。）は、市の負担とする。ただし、入居者の責めに帰す

べき事由により生じた修繕に要する費用については、この限りでない。

２ 前項の規定にかかわらず、借上げ市営住宅及び法第２条第１３号に規定する共

同施設の借上げに係る共同施設の修繕に要する費用の負担については、市長が別

に定めるものとする。



（収入超過者に対する措置等）

第２２条 市長は、入居者が収入超過者となった場合においては、当該入居者にそ

の旨を通知するものとする。

２ 収入超過者は、市営住宅を明け渡すように努めなければならない。

第２３条 市長は、入居者が高額所得者となった場合においては、当該入居者にそ

の旨を通知するものとする。

２ 市長は、高額所得者に対し、期限を定めて、当該市営住宅の明渡しを請求する

ことができる。

３ 前項の期限は、同項の規定による請求をする日の翌日から起算して６月を経過

した日以後の日でなければならない。

４ 第２項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やか

に、当該市営住宅を明け渡さなければならない。

５ 市長は、第２項の規定による請求を受けた者が同項の期限が到来しても市営住

宅を明け渡さない場合には、同項の期限が到来した日の翌日から当該市営住宅の

明渡しを行う日までの期間について、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の２倍に

相当する額の金銭を損害賠償金として徴収するものとする。

６ 市長は、第２項の規定による請求を受けた者が災害、病気その他やむを得ない

理由により同項の期限までに市営住宅を明け渡すことが困難であると認めるとき

は、同項の期限を延長することができる。

７ 第１８条の規定は、第５項に規定する損害賠償金について準用する。

（専用駐車場の使用）

第２４条 市営住宅専用駐車場を使用しようとする入居者は、あらかじめ市長の許

可を受けなければならない。

２ 前項の許可を受けた者は、別表第２で定める使用料を納付しなければならない。



（共同施設の管理）

第２５条 第１９条第１項、第２０条、第２１条及び前条に規定するもののほか、

共同施設の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

（市営住宅監理員及び市営住宅管理人）

第２６条 法第３３条第１項の規定に基づき、市営住宅監理員を置く。

２ 市長は、市営住宅監理員の職務を補助させるため、市営住宅管理人を置くこと

ができる。

３ 市営住宅監理員及び市営住宅管理人に関し必要な事項は、市長が別に定める。

（平１２条例３９・一部改正）

（立入調査）

第２７条 市長は、市営住宅又は共同施設の管理上必要があると認めるときは、市

営住宅監理員又は市長の指定した者に市営住宅若しくは共同施設の調査をさせ、

又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。

２ 前項の調査において現に使用している市営住宅に立ち入るときは、あらかじめ、

当該市営住宅の入居者の承諾を得なければならない。

３ 第１項の規定により調査又は指示をする者は、その身分を示す証票を携帯し、

関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

（明渡しの請求等）

第２８条 市長は、市が施行する公営住宅建替事業に伴い、現に存する市営住宅を

除却するため必要があると認めるときは、法第３７条第６項（同条第７項におい

て準用する場合を含む。）の規定による通知をした後、当該市営住宅の入居者に

対し、期限を定めて、その明渡しを請求するものとする。

２ 前項の期限は、同項の規定による請求をする日の翌日から起算して３月を経過

した日以後の日でなければならない。



３ 第１項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やか

に、当該市営住宅を明け渡さなければならない。

（平２０条例２０・平２４条例１７・一部改正）

第２９条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、入居者に対し

て、市営住宅の明渡しを請求することができる。

（１） 入居者が不正の行為によって入居したとき。

（２） 入居者が家賃を３月以上滞納したとき。

（３） 入居者が当該市営住宅又は共同施設を故意に損傷したとき。

（４） 入居者が第１９条第１項から第８項までの規定に違反したとき。

（５） 入居者又は同居者が暴力団員であることが判明したとき。

（６） 借上げ市営住宅に係る借上げの期間が満了するとき。

２ 入居者は、前項の規定による市営住宅の明渡しの請求を受けたときは、速やか

に、当該市営住宅を明け渡さなければならない。

３ 市長は、第１項第１号の規定に該当することにより同項の規定による請求を行

ったときは、当該請求を受けた者に対して、入居期日から請求の日までの期間に

ついては、近傍同種の住宅の家賃の額とそれまでに支払を受けた家賃の額との差

額に年５分の割合による支払期後の利息を付した額の金銭を、請求の日の翌日か

ら当該市営住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅

の家賃の額の２倍に相当する額の金銭をそれぞれ損害賠償金として徴収するもの

とする。

４ 前項の規定は、第１項第２号から第５号までの規定に該当することにより市長

が当該入居者に損害賠償の請求をすることを妨げるものではない。



５ 市長が第１項第６号の規定に該当することにより同項の規定による請求を行う

場合には、当該請求を行う日の６月前までに、当該入居者にその旨の通知をする

ものとする。

（平２０条例２０・一部改正）

（明渡し時の入居者の義務）

第３０条 入居者は、市営住宅を明け渡そうとするときは、当該市営住宅を明け渡

そうとする日の５日前までに市長に届け出て、市営住宅監理員又は市長の指定し

た者の検査を受けなければならない。

２ 入居者は、市営住宅を明け渡すときは、市長が別に定めるところにより、当該

市営住宅を原状に回復しなければならない。

第５章 雑則

（社会福祉法人等による市営住宅の使用）

第３１条 第１９条第１項から第５項まで、同条第７項、第２０条、第２１条第１

項、第２７条、第２８条、第２９条第１項及び第２項並びに第３０条の規定は、

法第４５条第１項に規定する社会福祉法人等が地方自治法（昭和２２年法律第６

７号）第２３８条の４第７項の規定による許可を受けて市営住宅を使用する場合

について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、市長が規則で定

める。

（平１９条例９・平２０条例２０・一部改正）

（意見の聴取等）

第３２条 市長は、第４条第１項第５号又は第２９条第１項第５号に該当する事由

その他規則で定める事由の有無について、所轄の警察署長の意見を聴くことがで

きる。



２ 警察署長は、第２９条第１項第５号に該当する事由の有無について、市長に対

し、意見を述べることができる。

（平２０条例２０・追加）

（委任）

第３３条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

（平２０条例２０・旧第３２条繰下）

（罰則）

第３４条 市長は、入居者が詐欺その他の不正行為により、家賃、敷金又は駐車場

使用料の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の５倍に相

当する金額（当該５倍に相当する金額が５万円を超えないときは、５万円とす

る。）以下の過料を科する。

（平１２条例３９・追加、平２０条例２０・旧第３３条繰下）

附 則

（施行期日）

１ この条例は、公布の日から施行する。

（経過措置）

２ 公営住宅法の一部を改正する法律（平成８年法律第５５号）による改正前の公

営住宅法の規定に基づいて供給された市営住宅又は共同施設については、平成１

０年３月３１日までの間は、改正後の矢板市営住宅条例（以下「新条例」とい

う。）第３条から第５条まで、第１３条から第１９条まで、第２２条、第２３条、

第２８条及び第２９条の規定は適用せず、改正前の矢板市営住宅条例（以下「旧

条例」という。）第３条第２項、第５条、第１０条から第１４条まで、第１８条

から第２６条の３まで、第２８条並びに附則第２項及び第３項の規定は、なおそ

の効力を有する。



３ 新条例第１４条第１項又は第１５条の規定による家賃の決定に関し必要な手続

その他の行為は、前項の規定にかかわらず、平成１０年３月３１日以前において

も、それぞれ新条例の例によりすることができる。

４ 平成１０年４月１日において現に附則第２項の市営住宅に入居している者の平

成１０年度から平成１２年度までの各年度の家賃の額は、その者に係る新条例第

１４条第１項本文又は第１８条の規定による家賃の額が旧条例第１０条から第１

２条までの規定による家賃（以下「旧家賃」という。）の額を超える場合にあっ

ては新条例第１４条第１項本文又は第１８条の規定による家賃の額から旧家賃の

額を控除して得た額に次の表の左欄に掲げる年度の区分に応じ同表の右欄に定め

る負担調整率を乗じて得た額に、旧家賃の額を加えて得た額とし、その者に係る

新条例第１５条又は第１８条の規定による家賃の額が旧家賃の額に旧条例第２５

条の規定による割増賃料を加えて得た額を超える場合にあっては新条例第１５条

又は第１８条の規定による家賃の額から旧家賃の額及び旧条例第２５条の規定に

よる割増賃料の額を控除して得た額に同表の左欄に掲げる年度の区分に応じ同表

の右欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、旧家賃の額及び旧条例第２５条の

規定による割増賃料の額を加えて得た額とする。

５ 平成１０年４月１日前に旧条例又はこれに基づく規則等の規定によってした請

求、手続その他の行為は、新条例中これに相当する規定がある場合には、新条例

の相当規定によってしたものとみなす。

附 則（平成９年条例第３１号）

年度の区分 負担調整率

平成１０年度 ０．２５

平成１１年度 ０．５

平成１２年度 ０．７５



この条例は、公布の日から施行する。

附 則（平成１０年条例第２８号）

この条例は、公布の日から施行する。

附 則（平成１２年条例第３９号）

この条例は、平成１２年４月１日から施行する。

附 則（平成１２年条例第６５号）

この条例は、公布の日から施行し、平成１２年１０月１日から適用する。

附 則（平成１４年条例第２０号）

この条例は、公布の日から施行する。

附 則（平成１５年条例第６号）

この条例は、公布の日から施行する。

附 則（平成１５年条例第３３号）

この条例は、平成１６年４月１日から施行する。

附 則（平成１８年条例第３７号）

この条例は、公布の日から施行する。

附 則（平成１９年条例第９号）

この条例は、規則で定める日から施行する。

（平成１９年規則第１３号で平成１９年３月２６日から施行）

附 則（平成１９年条例第２６号）

この条例は、規則で定める日から施行する。

（平成１９年規則第３０号で平成１９年１２月１日から施行）

附 則（平成２０年条例第２０号）

この条例は、平成２０年４月１日から施行する。

附 則（平成２０年条例第２８号）



この条例は、公布の日から施行する。

附 則（平成２３年条例第１４号）

この条例は、公布の日から施行する。

附 則（平成２４年条例第１７号）

この条例は、平成２４年４月１日から施行する。

附 則（平成２４年条例第４６号）

この条例は、平成２５年４月１日から施行する。ただし、第５条第１号の改正規

定は、平成２５年１月１日から施行する。

附 則（平成２５年条例第２２号）

この条例は、公布の日から施行する。

別表第１（第１条関係）

（平９条例３１・平１０条例２８・平１２条例６５・平１４条例２０・平

１８条例３７・平１９条例２６・平２０条例２８・平２３条例１４・平２

５条例２２・一部改正）

市営住宅

名称 位置 構造 棟数 戸数

矢板市荒井市営住宅 矢板市荒井 簡易耐火ブロック造平

家建

２８ １１４

簡易耐火プレハブ造平

家建

１ ４

矢板市中市営住宅 矢板市中 中層耐火構造４階建 ５ １６０

矢板市上太田市営住宅 矢板市上太田 簡易耐火プレハブ造平

家建

４ １４



共同施設

別表第２（第２４条関係）

（平１５条例３３・平１９条例２６・一部改正）

専用駐車場

簡易耐火プレハブ造２

階建

７ ４２

中層耐火構造４階建 １ ５２

矢板市高倉市営住宅 矢板市片岡 中層耐火構造３階建 ２ ５４

矢板市石関市営住宅 矢板市石関 中層耐火構造３階建 ３ ７２

矢板市乙畑市営住宅 矢板市乙畑 簡易耐火ブロック造平

家建

１５ ６２

簡易耐火プレハブ造平

家建

４ １６

中層耐火構造３階建 ４ ７２

名称 位置 構造 棟数 戸数

荒井市営住宅集会所 矢板市荒井 簡易耐火プレハブ造平

家建

１ １

中市営住宅集会所 矢板市中 木造防火平家建 １ １

高倉市営住宅集会所 矢板市片岡 耐火構造平家建 １ １

石関市営住宅集会所 矢板市石関 準耐火鉄骨造平家建 １ １

乙畑市営住宅集会所 矢板市乙畑 準耐火鉄骨造平家建 １ １

名称 位置 自動車の種類 月額使用料

（１区画につき）



中市営住宅専用駐

車場

矢板市中 普通・小型・軽自動車 ２，０００円

高倉市営住宅専用

駐車場

矢板市片岡 普通・小型・軽自動車 ２，０００円

石関市営住宅専用

駐車場

矢板市石関 普通・小型・軽自動車 ２，５００円

乙畑市営住宅専用

駐車場

矢板市乙畑 普通・小型・軽自動車 ２，５００円

上太田市営住宅専

用駐車場

矢板市上太田 普通・小型・軽自動車 ２，０００円


